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「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル～学校の教育活動を 

再開するにあたって～」（市町村立学校園版）について 

 

 

標記について、大阪府教育庁として別添のとおり、作成いたしました。 

つきましては、貴所管学校園に周知いただきますとともに、御対応のほどよろしくお

願いします。 

また、標記マニュアルを作成するにあたり参考とした、文部科学省初等中等教育局健

康教育・食育課からの令和２年５月 22日付け事務連絡を、別添（写し）のとおり送付し

ます。データ容量の関係で鑑文のみ添付いたしますので、下記ウェブページのマニュア

ル等の内容を御確認願います。 

なお、府のマニュアルは、今後の状況等を踏まえながら、必要に応じて改訂する場合

がありますので御留意ください。 

  その他、本件について御不明な点等があれば、下記連絡先まで連絡願います。 

 

 

 

＜文部科学省のマニュアル掲載アドレス＞ 

 

・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～(2020.5.22 Ver.1)  

https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_kouhou02_mext_00029_01.pdf 
 
・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 
～「学校の新しい生活様式」～別添資料 
https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_kouhou02_000007426_03.pdf 

 
 
 

https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_kouhou02_mext_00029_01.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_kouhou02_000007426_03.pdf


≪本マニュアルに関する連絡先≫ 

○地域ごとの行動基準に関すること 

小中学校課 学事グループ 06-6944-6886 

○保健指導・衛生管理に関すること 

 臨時休業に関すること 

  保健体育課 保健・給食グループ 06-6944-9365 

○障がいのある児童生徒等への対応に関すること 

  支援教育課 支援学級グループ 06-6944-9363 

○児童生徒・保護者のケアについて 

偏見や差別・いじめについて 

 小中学校課 生徒指導グループ 06-6944-3823 

○各教科の指導に関すること 

 幼稚園における指導に関すること 

小中学校課 教務グループ 06-6944-3816 

○部活動に関すること 

 体育に関すること 

  保健体育課 競技スポーツグループ 06-6944-6904 

○学校給食に関すること 

  保健体育課 保健・給食グループ 06-6944-6903 

 

 


